
  第3回教育委員会臨時会　案件表

○ 日　時

令和3年2月25日（木）

○ 議　題

１ 議　案

(1) 議案第15号 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき議案に関する意見に

ついて (資料1)



議案第１５号 

 

 

 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき議案に関する意見

について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和３年２月２５日 

 

    提出者 教育長  河 口  浩 

 

 

 

 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき議案に関する意見

について 

 

 

 

 このことについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法

律第162号）第29条の規定にもとづき、練馬区長から参考資料のとおり意見を求

められたので、別紙のとおり回答する。 

 



 

 

 

 

 

教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき議案に関する意見に

ついて 

 

 

 

「練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部を改正する条例」の条例議案について、当委員会として同意します。 

別  紙 





練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例新旧対照表 

現 行 改正案 

（期末手当） 

第６条 期末手当の額は、つぎの各号に掲

げる額の合計額に、３月に支給する場合

においては100分の20、６月に支給する場

合においては100分の155、12月に支給す

る場合においては100分の160を乗じて得

た額とし、その支給方法、支給条件その

他支給に関しては、給与条例の適用を受

ける職員の例による。 

 ⑴～⑶ ［略］ 

 

   付 則 ［略］ 

 

 

（期末手当） 

第６条 期末手当の額は、つぎの各号に掲

げる額の合計額に、３月に支給する場合

においては100分の20、６月に支給する場

合においては100分の150、12月に支給す

る場合においては100分の160を乗じて得

た額とし、その支給方法、支給条件その

他支給に関しては、給与条例の適用を受

ける職員の例による。 

 ⑴～⑶ ［略］ 

 

   付 則 ［略］ 

   付 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行

する。 

 

 


